




�y	Í
X�Ê�w�›�ˆ
ú�p�K�”�_�w�?
��Ø
u�w�¡�Ë�~
ÿ�C�t�|	ý�F�t�_�?
��›�‰�•�b�”�ö�À	��t�0�`�§�	�›�æ�M�z�_
\
�ˆ�—�w�¡�Ë�~�§�=�›
$�“�‡�b�{

�
�}�¦
Ç�0	Å	�
�y	Í
X�Ê�º�t	E	t�¢�x�Ä�¿	t�w	t�O�•�›�S�X�ö
�H�‡�h�x�O
��w�O�j�z�7���w�_�^
Ç�Ø
u�w�¡�Ë
�ƒ�M�x
ÿ�C�t�/�)�`�z�j���q�`�o�Ê�º�w�b�X�‹

\�ˆ�ö�H�t�_�?�q�`�o	Z�Y�`�h	��z�¢�x�×�H�–
�;�w�h�Š�t�?
��`�o�M�”	��{

���}�4	•�Ú�w	��¨

���}�4	•�Ú�¦
Ç�A�E�s
�y�ƒ�4	•�Ú�w�¦
Ç�›	!�Z�‘�O�q�b�”	��x�z�b�X�‹�?
��ö�•

�w	Ô	t�s�¢�?
��ö�•�°�a�£�w�ø�`�›�4�Q�o�4	•�Ú�¦
Ç

�
e�U
ž�A�p�b�{

�y�„�0	Å�q�s�”�?
��ö�•�x�z�j���q�`�o	t���V�¢�x�b�;�V
�s�w�V�b�›���`�o�M�”�ö�•�q�b�”�h�Š�z
�
e�Ì�:�p�V
�b
ƒ���w�s�M�×�H	t���Ž�Ž�w�ö�•�t�m�M�o�x�z	t���V
�¢�x�b�;�V�s�w�V�b�›���b�”�‘�O�R�Š�o�X�i�^�M�{

�y�…�_�?�›	Z�Y�~
b
��z�¢�x�×�H�b�;�`�h�™�x�z
\�ˆ�ö�H
�•�w	Z�Y�U�¬�Ý�p�V�”�ò
¼	Â�Ì	{�¢�x�×�H�b�;�U�¬�Ý
�p�V�”�ø
��›�î
w�C��	{�t�4�Q�o�C���›�`�o�X�i�^�M�{

�Ô���S�ð�M�ù�˜�d�� �Ô�y �y 	Í
X�Ê�þ	Ô�y�ˆ�À�]�y �y �x�������µ�������µ��������

	 Í 
 X � Ê � _ 
 \ � ˆ � — � ² 	 Í � Ä�À	 Í 
 X � Ê � _ 
 \ � ˆ � — � ² 	 Í � Ä �À

�©�è���å�ˆ�w�_�w�^
Ç�Z�t�0�`�o
�
���| ���������—�
���ž�”�ç

�y���•�×	M�t�‘�”�ö�À
ƒ�•�›�w�­�b�”�h�Š�z���•�×	M
ƒ�•�w�­�0�f
ƒ
‹�›�ê�Ö�`�h�M�t�0�`�o�z�f�w�&
…�w�°
æ
�›�z�'�‰�w
c�“�º�t�S�M�o�4	•�Ú�›�¦
Ç�`�‡�b�{

�²�4	•�Ú�w�¦
Ç�0	Å	��³
�y	Í
X�Ê�O	E	��p�z ���•�×	M
ƒ�•�›	!�Z�”�S�f�•�w
�K�”�ö�•�›	t���¢�x�ö�À�›�æ�œ�p�M�”�M�{ �¢�Ê
k�s�w
�:�ò�U�s�M�M�£

�²�4	•�0	Å�&
…�t�|�4	•�Ú�¹�³
�y���•�×	M	õ�Ö�w�¢�d�s�¿�P�ê�Ö
…�;�p�b �{�Þ
ß��

¼�w�ˆ�x�z�4	•�0	Å�Ž�p�b�{
�y�4	•�Ú�¹�•�¿�P�ê�Ö
…�;�w��
ü�w�

�y�¢ �x
��v�S�¹�������
���������~�‚�.�v�S�¹�������
�������� �£
�y�Þ�v�S�¹�º�p�K�•�y�z�å�S�º
ó
:�s
�
e�D�ó�{

�²�4	•�Ú
�
e�³
�Ó���•�×	M
ƒ�•�w�­�0�f
ƒ
‹�ê�Ö�4	•�Ú�¦
Ç
�
e	{

�I
e�{	{
�Ó�¿�P�ê�Ö
…�;�w�–	)	{ �¢�ø�`�£
�Ó�•�”
$�t�|�ì
R�ø
��y�s�r
�Þ�7�Ü�x�z	Í
X�Ê�þ	Ô �y �ˆ�À�]�t
‹�Q
Ç�Z�o�M�‡�b�{

�Ô���S�ð�M�ù�˜�d�� �Ô�y �y 	Í
X�Ê�þ	Ô�y�ˆ�À�]�y �y �x�������µ�������µ��������

�Ô���S�ð�M�ù�˜�d�� �Ô�y �y 	Í
X�Ê�þ	Ô�y�ˆ�À�]�y �y �x�������µ�������µ��������

	 Í 
 X � Ê � ± � Ä � ¢ � © � Ï 
 \ � ˆ � — � ² 	 Í � Ä�À	 Í 
 X � Ê � ± � Ä � ¢ � © � Ï 
 \ � ˆ � — � ² 	 Í � Ä �À
�y	Í
X�Ê�w�›�ˆ
ú�p�K�”�±�Ä�¢�©�Ï�w�?
��Ø
u�w�¡�Ë�~
ÿ�C�t�|	ý�F�t�±�Ä�¢�©�Ï�w�?
��›�‰�•�b�”�ö�À	��t�0
�`�§�	�›�æ�M�z�±�Ä�¢�©�Ï�w
\�ˆ�—�w�¡�Ë�~�§�=�›
$�“�‡�b�{

�
�}�¦
Ç�0	Å	�
�y	Í
X�Ê�º�t	E	t�¢�x�Ä�¿	t�w	t�O�•�›�S�X�ö
�H�‡�h�x�O
��w�O�j�z�±�Ä�¢�©�Ï�w�^
Ç�Ø
u�w
�¡�Ë�ƒ�M�x
ÿ�C�t�/�)�`�z�j���q�`�o�Ê�º�w
b

�
Œ�t�±�Ä�¢�©�Ï�q�`�o	Z�Y�`�h	��z�¢�x�×�H
�–�;�w�h�Š�t�?
��`�o�M�”	��{

���}�4	•�Ú�w	��¨

���}�4	•�Ú�¦
Ç�A�E�s
�y�ƒ�4	•�Ú�w�¦
Ç�›	!�Z�‘�O�q�b�”	��x�z�±�Ä�¢�©�Ï�?
�

�ö�•�w	Ô	t�s�¢�?
��ö�•�°�a�£�w�ø�`�›�4�Q�o�4	•�Ú
�¦
Ç
�
e�U
ž�A�p�b�{

�y�„�0	Å�q�s�”�?
��ö�•�x�z�j���q�`�o	t���V�¢�x�b�;�V
�s�w�V�b�›���`�o�M�”�ö�•�q�b�”�h�Š�z
�
e�Ì�:�p�V
�b
ƒ���w�s�M�×�H	t���Ž�Ž�w�ö�•�t�m�M�o�x�z	t���V
�¢�x�b�;�V�s�w�V�b�›���b�”�‘�O�R�Š�o�X�i�^�M�{

�y�…�±�Ä�¢�©�Ï�›	Z�Y�~
b
��z�¢�x�×�H�b�;�`�h�™�x�z
b
�

Œ�•�w	Z�Y�U�¬�Ý�p�V�”�ò
¼	Â�Ì	{�¢�x�×�H�b�;�U�¬�Ý
�p�V�”�ø
��›�î
w�C��	{�t�4�Q�o�C���›�`�o�X�i�^�M�{

�©�è���å�̂ �w�±�Ä�¢�©�Ï�w�̂ 
Ç�Z�t�0�̀ �o
�
���| ���������—�
���ž�”�ç

� � � • �×	M
ƒ�• �w�­ �0� f 
ƒ
‹ �ê�Ö�4	• �Ú� � � • �×	M
ƒ�• �w�­ �0� f 
ƒ
‹ �ê�Ö�4	• �Ú

18



■農業経営収入保険への加入者に対し、保険料の一部を補助
　農業者の経営努力では避けられない様々な収入減少リス
クに備えるため、農業共済組合が行う農業経営収入保険
への加入を促進することを目的とし、加入者に対して保
険料の一部を補助します。

■補助事業の内容
　収入保険に新規に加入もしくは継続加入し、保険料・積
立金・付加保険料（事務費）を納付した農業者を対象に、
払い込んだ保険料（掛け捨て分）の５分の１以内を補助
する。

　１加入者に対し10万円を上限とする。

■補助対象者　
　上板町に住所を有しており、農業経営収入保険に新規加
入および継続している個人
　上板町に本社を有しており、農業経営収入保険に新規加
入および継続している法人
■補助金額
　保険料（掛け捨て分）の５分の１以内
　ただし、１加入者に対し10万円を上限とする。
　※付加保険料は対象外
＊営農計画に変更が生じるなど、保険料に不確定要素がある場
合は、保険期間が終了後での補助金交付申請をお願いします。

● お問い合わせ ●　　上板町役場　産業課　　☎０８８－６９４－６８０６

● お問い合わせ ●　　上板町役場　産業課　　☎０８８－６９４－６８０６

上板町スマート農業推進事業
上板町の認定農業者等を対象に、ス
マート農業機械等の購入を補助しま
す。（審査あり）

２．補助の対象者
　上板町内に住所または本社を有する認定農業者
（個人・法人）、認定新規就農者（個人・法人）、農
業経営基盤の強化に関する基本構想の水準に経営規
模が到達していると認めた者
　経営主が60歳以上の場合は、農業に専従する後
継者が確保（予定を除く）されているものとする。
３．募集・申請期間
　令和６年４月１日～令和６年10月25日
　町の補助金には限りがあるため、事前にお問い合
わせください。
　申請に必要な書類は窓口にて説明、お渡しをします。

１．事業の内容

※対象になる機械等のイメージが掴みにくい場合は、農林水産省のス
マート農業技術カタログを参考にしてください。
※リース料、通信料、メンテナンス費、保険料等は補助対象外となります。

対象となる設備の例 内　容

作付け品目によっては非常に精密な圃場作業が必
要となる場合があり、圃場内での経路誘導や自動
運転により効率と精度の向上を目的とする設備

ガイダンス・自動
操舵補助システム

ICTを活用した営農アシストシステム
・圃場、品目ごとの栽培計画、作業記録、収量、
出荷などの情報管理

経営管理システム
（営農・生産管理）

病害虫防除、施肥用ドローン
リモコン式自走草刈機自走草刈機

補助率　１経営体当たり　対象額の10分の３以内、上限100万円
※複数の設備等を取得しても交付は１回限りとします。

上板町単独農地集積促進事業

農業経営収入保険加入推進補助金

農地利用増進型

耕作放棄地
再生事業

農林水産省の「スマート農業技術カタログ」に掲
載されている機械は、原則として「スマート農業
導入補助」の対象となります。
※畜産に関係する設備等も含む

農林水産省スマー
ト農業技術カタロ
グに掲載されてい
る機械の導入

農地取得支援型
●事業の内容
　「上板町 人・農地プラン」に地域の中心となる経営体
として位置づけられた認定農業者、又は認定新規就農
者等が、町内の農地を売買により取得した場合に「取
得した者」に対して交付します。

●補助金額
　農地を取得した農業者に対して10アールあたり50,000
円を交付

●事業の内容
　「上板町 人・農地プラン」に地域の中心となる経営体
として位置づけられた認定農業者、又は認定新規就農
者等が、農地中間管理機構を通して、町内の農地を３
年以上新規に賃借した場合に「貸付者」と「借受者」
に対して交付します。

●補助金額
　農地を貸付した所有者、借受した農業者に対して10
アールあたり10,000円を交付

●事業の内容
　耕作放棄地を３年以上新規に賃借し、農地の再生利用に取り組む場合に「借受者」に対して交付します。
●補助金額
　３年以上借受し再生利用した農業者に対して10アールあたり50,000円を交付
※対象農地は、町が毎年行う荒廃農地発生・解消状況調査等において、耕作放棄地と判断された農地。

● お問い合わせ ●
上板町役場　産業課　☎０８８－６９４－６８０６

　農地の有効利用及び優良農地確保のため、地域の中心となる農業者（認定農業者・認定新規就農者）への農地の集積
を支援します。
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● お問い合わせ ●　　上板町役場　健康推進課　　☎０８８－６９４－６８１０

上板町敬老祝金支給事業
●支給対象者
　上板町に住所を有し、次のいずれかに該当する方。
１　基準日（当該年９月１日）において、満88歳の者。
２　当該年の４月１日から翌年３月31日までに満99歳又は
満100歳に到達する者。
３　当該年の４月１日から翌年３月31日までに、満101歳
以上の者。
●申請手続き
　満88歳の方は申請が必要となります。対象となる方には９
月下旬頃に案内通知と申請書を送付いたしますので、申請書
に必要事項を記入し、役場健康推進課へ提出してください。

※申請の際は、印鑑・本人確認書類（健康保険証等）・
振込先の通帳写し（本人名義のもの）を持参してく
ださい。なお、代理人が申請する場合は、対象者及
び代理人の本人確認書類を持参してください。
※当該年度を超えての申請はできません。
●支給金額
　満　88歳の方　　　10,000円
　満　99歳の方　　　30,000円
　満100歳の方　　　50,000円
　満101歳以上の方　10,000円

上板町では、積極的な結婚活動
を応援するため、とくしまマ
リッジサポートセンターが運営
する「マッチングシステム」の
会員登録費を補助します。

■対 象 経 費　マリッサとくしまマッチング会員登録料の半額（1/2）
■対 象 者　上板町に現住所がある18歳以上の独身の方

● 補助制度に関するお問い合わせ ●
上板町役場　企画防災課
☎０８８－６９４－６８２４

● マッチングシステムに関するお問い合わせ ●
　とくしまマリッジサポートセンター

　☎０８８－６５６－１００２（水曜・木曜休み）

マリッサとくしまで
マッチング会員登録

支払い後、
領収書の受取

領収書、認印をご持参の
上、企画防災課にて申請

あ な た と 出 会 い た い 人 が い るあ な た と 出 会 い た い 人 が い る

マッチング会員登録 登録料支払い 補助金申請 交付■補助金申込
　の流れ 補助金の

交付

あ な た と 出 会 い た い 人 が い るあ な た と 出 会 い た い 人 が い る

　上板町では、高齢者の日常生活における利便性の向上及び社会生活圏の拡大を図ることを目的とし
て、高齢者外出支援バス・タクシー料金助成事業を実施しております。
　対象者は75歳以上の方となっております。（運転免許証を返納された方は65歳以上から対象です。）

※バス料金助成券は徳島バス、タクシー料金助成券は松島タク
シーでのみ利用可能です。

※助成券のお渡しは１年（４月１日から翌年３月31日）に１回です。
※申請の際は、本人確認書類（健康保険証等）を持参してください。
代理人が申請する場合は、対象者及び代理人の本人確認書類
を持参してください。

※助成券を受け取ったことに伴い、所得申告が必要になる場合が
あります。詳しくは税務課へお問い合わせください。

● お問い合わせ ●　上板町役場　健康推進課　☎０８８－６９４－６８１０

●年額10,000円分の助成券を以下から自由に選択
　できます。
①バス料金助成券のみ　　　　　　　10,000円分
②タクシー料金助成券のみ　　　　　10,000円分
③バスとタクシー料金助成券　バ　　ス　5,000円分
　　　　　　　　　　　　　　タクシー　5,000円分

その他ご不明な点は健康推進課（☎０８８－６９４－６８１０）までお問い合わせください。

高齢者外出支援バス・タクシー料金助成事業

　上板町民の皆様の経済的負担の軽減と徳島バス
利用促進のため、徳島バス定期券購入者に対して、
補助金の交付を行います。
1 補助対象者
　町内に住所を有する方で、町税等を滞納してお
らず、町内のバス停留所を利用し、令和６年４月
１日～令和７年３月31日までの間に1ヶ月以上
の徳島バス定期券を購入した方。
2 補助金額　徳島バス定期券購入費の1/2の金額
　　　　　　（100円未満の端数は切り捨て）。
3 募集件数　予算の範囲内で先着順に受付。

4 申し込み手順
①徳島バスから路線バスの定期券をお買い求めください。その
時、領収書もあわせてお受け取りください。

②企画防災課窓口に備え付けの生活交通バス定期券購入費補助
金交付申請書に必要事項を記入の上、定期券と領収書の写し
を添付して企画防災課に提出してください。

　なお、上板町のホームページからも申請様式をダウンロード
できますのでご利用ください。

③提出された書類を確認及び審査後に交付対象者に、後日決定
通知書にてご案内をします。但し、申込は先着順になります
ので、あらかじめご了承ください。

※補助申請をお考えの方は、企画防災課までご連絡ください。
● お問い合わせ ●　上板町役場　企画防災課　☎０８８－６９４－６８２４

徳島バス定期券購入費補助制度をご利用ください

● お問い合わせ ●　　上板町役場　企画防災課　　☎０８８－６９４－６８２４

● お問い合わせ ●　　上板町役場　企画防災課　　☎０８８－６９４－６８２４

　上板町では、地域防災力の向上及び自主防災組織の活動活性化を図るため、防災活動を実施した
自主防災組織に対して助成金を交付します。

●助成対象
　上板町内で結成されている自主防災組織が実施する訓練や研修等の防災活動

●助成額

※助成金交付は１年度につき１回のみ
　（予算の範囲内での交付）

自主防災組織活動助成事業

●申請の手順
　①　交付申請書の提出
　　　助成金の申請をされる自主防災組織は、防災活動の実施日までに活動助成金交付申請書を提出してください。
　　　交付対象として認められた場合、企画防災課より代表者宛てに交付決定通知書を送付します。

　②　活動完了実績報告書の提出
　　　防災活動の終了後、活動時の写真を添付して、活動完了実績報告書を提出してください。
　　　内容が適当であると認められた場合、企画防災課より代表者宛てに交付確定通知書を送付します。

　③　請求書の提出
　　　交付確定通知書を受け取ったら、活動助成金請求書を提出してください。
　　　企画防災課より代表者宛てに支払い通知を送付し、指定された口座に助成金を振り込みます。

参加世帯数

10世帯以下

11～30世帯

31～50世帯

51～60世帯

61世帯以上

助成額

　5,000円＋（参加世帯数×1,000円）

10,000円＋（参加世帯数×1,000円）

15,000円＋（参加世帯数×1,000円）

20,000円＋（参加世帯数×1,000円）

25,000円＋（参加世帯数×1,000円）

　上板町民の皆様の経済的負担及び交通事故による被害の軽減のため、自転車乗車用ヘルメット購入者に対し
て、補助金の交付を行います。

1 補助対象者
　町内に住所を有する方で、町税等を滞納しておらず、また、過去に同一の補助金等を受けてない方で、令和６
年４月１日～令和７年３月31日までの間に自転車乗車用ヘルメットを購入した方。

2 補助金額
　自転車乗車用ヘルメットの購入費の1/2の金額
　（100円未満の端数は切り捨て）。
　※１人１個あたり上限3,000円

3 募集件数
　予算の範囲内で先着順に受付。

※補助申請をお考えの方は、企画防災課までご連絡ください。

自転車乗車用ヘルメット購入費
補助制度をご利用ください
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● お問い合わせ ●　　上板町役場　企画防災課　　☎０８８－６９４－６８２４

● お問い合わせ ●　　上板町役場　企画防災課　　☎０８８－６９４－６８２４
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　上板町内で結成されている自主防災組織が実施する訓練や研修等の防災活動

●助成額

※助成金交付は１年度につき１回のみ
　（予算の範囲内での交付）

自主防災組織活動助成事業

●申請の手順
　①　交付申請書の提出
　　　助成金の申請をされる自主防災組織は、防災活動の実施日までに活動助成金交付申請書を提出してください。
　　　交付対象として認められた場合、企画防災課より代表者宛てに交付決定通知書を送付します。

　②　活動完了実績報告書の提出
　　　防災活動の終了後、活動時の写真を添付して、活動完了実績報告書を提出してください。
　　　内容が適当であると認められた場合、企画防災課より代表者宛てに交付確定通知書を送付します。

　③　請求書の提出
　　　交付確定通知書を受け取ったら、活動助成金請求書を提出してください。
　　　企画防災課より代表者宛てに支払い通知を送付し、指定された口座に助成金を振り込みます。

参加世帯数

10世帯以下

11～30世帯

31～50世帯

51～60世帯

61世帯以上

助成額

　5,000円＋（参加世帯数×1,000円）

10,000円＋（参加世帯数×1,000円）

15,000円＋（参加世帯数×1,000円）

20,000円＋（参加世帯数×1,000円）

25,000円＋（参加世帯数×1,000円）

　上板町民の皆様の経済的負担及び交通事故による被害の軽減のため、自転車乗車用ヘルメット購入者に対し
て、補助金の交付を行います。

1 補助対象者
　町内に住所を有する方で、町税等を滞納しておらず、また、過去に同一の補助金等を受けてない方で、令和６
年４月１日～令和７年３月31日までの間に自転車乗車用ヘルメットを購入した方。

2 補助金額
　自転車乗車用ヘルメットの購入費の1/2の金額
　（100円未満の端数は切り捨て）。
　※１人１個あたり上限3,000円

3 募集件数
　予算の範囲内で先着順に受付。

※補助申請をお考えの方は、企画防災課までご連絡ください。

自転車乗車用ヘルメット購入費
補助制度をご利用ください
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乾燥弱毒性水痘ワクチン
（ビケン）

乾燥組換え帯状疱疹ワクチン
（シングリックス）

種　　別 生ワクチン 不活化ワクチン

接種回数
方　　法 １回（皮下注射）

２回（筋肉内注射）
（１回目の接種後、２か月後に２回目の接種
を行う）
＊１回目の接種から６か月以上経過した場合

は助成の対象にはなりません。

助 成 額 4,000円 10,000円／回

助成回数 １回 ２回まで

◆ 接種医療機関　＊助成は町内下記医療機関のみとなります。

医　院　名 住　　所 電　話　番　号

井関クリニック 上板町椎本字椎ノ宮314番地1 088－637－6066

友　成　医　院 上板町七條字山ノ神22番地１ 088－694－5515

野　田　医　院 上板町鍛冶屋原字西北原18番地 088－694－2009

◆ 申 請 方 法　　接種の前に上板町保健相談センターにて申請が必要です。
◆ 自 己 負 担 額　　接種費用から助成額を差し引いた額となります。
◆ 任意予防接種
　任意予防接種は、医師と相談のうえ個人の意思により接種を受けます。予防接種の間隔や、効果・副反応につ
いてはかかりつけ医や接種を受ける医師等によく相談して下さい。
　◆ よくある質問　　「帯状疱疹とはどのような疾患ですか?」
　　帯状疱疹は、水ぼうそうと同じウイルスが原因で発症します。子どもの頃に水ぼうそうにかかった後もウイ

ルスが神経に潜伏していて、加齢や疲労、ストレスなど免疫力が低下するとウイルスが再び活性化する事で発
症します。神経に沿って皮膚の痛みや違和感があり、痛みに続き水ぶくれなどの皮膚症状が発現します。

● お問い合わせ ●　　上板町保健相談センター　　☎︎０８８−６９４−３３４４

帯状疱疹予防接種帯状疱疹予防接種
予防接種費用（任意接種）の
一部を助成します。

申請受付開始日：令和6年4月1日

受付場所：上板町保健相談センター

◆ 助成対象者
　　接種日において上板町内に住所がある50歳以上の方
　　帯状疱疹予防接種について任意接種を希望する方

◆ ワクチンの種類・助成額・助成回数
　＊２種類のワクチンがあります。接種方法や接種回数が異なります。必ず医師と相談し、どちらか一方のワク

チンを選択し規定の回数の接種を完了しましょう。
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　上板町社会福祉協議会では、高齢者の方々が、健康の保持増進を推進し、趣味を生かした介護予防を目的
とした下記講座・教室を開催いたします。ぜひ皆さん、お友達を誘ってご参加下さい。

≪上板町老人福祉センター講座≫
福祉センター講座 定員 受　講　日 時　　間 場　　所 開 講 日

短 歌 講 座 20名 月１回　第３火曜日 10：00〜11：30 老人福祉センター ５月21日（火）

俳 句 講 座 20名 月２回　第２・４火曜日 13：30〜15：30 老人福祉センター ５月14日（火）

書 道 講 座 15名 月２回　第１・３火曜日 13：30〜15：00 老人福祉センター ５月　７　日（火）

陶 芸 教 室 20名 月２回　第１・３金曜日 9：30〜12：00 老人福祉センター ５月10日　　
　　（第２金）

健 康 運 動 30名 月２回　第１・３木曜日 13：30〜14：30 老人福祉センター ５月　２　日（木）

健 康 け ん 玉 教 室 15名 月１回　第１木曜日 10：00〜11：30 老人福祉センター ５月　２　日（木）

受講料は無料ですが、実習材料費は個人の負担（実費）となります。

● お申し込み・お問い合わせ ●　　上板町社会福祉協議会事務局　　☎０８８－６９４－６１５５

令和６年度
老人福祉センター講座・介護予防教室・健康づくり事業のご案内

≪介護予防事業≫
受講対象者　…　65歳以上で介護予防教室への参加を希望される方に栄養、歯科、運動の項目について、現在の生活状

況がわかるアンケートを実施して頂きます。その結果、多くの項目に該当し、生活機能の維持改善の
ため、見直しが必要とみなされた方が対象となります。(申込締切：４月末)

介 護 予 防 教 室

定員 受講日 時　間 場　所 開講日

15名
７月〜９月

（３か月間）
毎週火曜日

栄養教室� 9：30～10：10
歯科教室�10：20～11：00
運動教室�11：10～11：50

老人福祉センター ７月２日（火）

≪健康づくり事業≫
講　座　名 定員 受　講　日 時　　間 場　　所 開 講 日

みんなでからだ元気！ 30名 月１回　第１月曜日 10：00〜11：00 東 老 人 集 会 所 ５月13日　　
　　（第２月）

みんなでからだ元気！ 30名 月１回　第２金曜日 10：00〜11：00 西 老 人 集 会 所 ５月10日（金）

みんなでからだ元気！ 30名 月１回　第３金曜日 10：00〜11：00 西 分 老 人 集 会 所 ５月17日（金）

みんなでからだ元気！ 30名 月１回　第４金曜日 10：00〜11：00 南 老 人 集 会 所 ５月24日（金）

太 極 拳 20名 月１回　第２木曜日 10：00〜11：30 西 分 老 人 集 会 所 ５月　９　日（木）

太 極 拳 20名 月１回　第４木曜日 10：00〜11：30 南 老 人 集 会 所 ５月23日（木）

い き い き 百 歳 体 操 20名 月１回　第２月曜日 10：00〜11：00 西 分 老 人 集 会 所 ４月　８　日（月）

※受講資格、上板町内在住で、老人クラブ会員及び一般の方々。
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教　室　名 開設日時 会　　場 指導者等 備　考

①キッズサッカー 第２・４月曜日
19：00～20：00 東光小学校体育館 多富義和

町スポーツ推進委員
４歳～
小学３年

②からだスッキリエアロ 毎週火曜日
13：30～14：30

上板ふれあいクラブ
（ふれあいセンター内）

矢野真弓
フィットネスインストラクター 有料

③太極拳 毎週水曜日
13：30～15：30

上板ふれあいクラブ
（ふれあいセンター内）

上板ふれあいクラブ
太極拳愛好会

④エンジョイエアロ 毎週木曜日
19：30～20：30

上板ふれあいクラブ
（ふれあいセンター内）

矢野真弓
フィットネスインストラクター 有料

⑤健康吹き矢＆ボッチャ 第２・４木曜日
13：30～14：30

上板ふれあいクラブ
（ふれあいセンター内） 井坂道子・岡本佐和子

⑥健康ストレッチ 第２・４木曜日
15：00～15：30

上板ふれあいクラブ
（ふれあいセンター内）

板東宏一
ばんどう接骨院院長

⑦キッズスポーツ教室 第２・４土曜日
14：00～15：00

上板ふれあいクラブ
（ふれあいセンター内）

八尾景子
子ども身体運動発達指導士

幼稚園～
小学２年

⑧ニュースポーツ
　（カローリング）

第１・３土曜日
13：30～15：00

農村環境改善センター
多目的ホール 上板町スポーツ推進委員

⑨バウンドテニス 第１・３土曜日
15：00～17：00

農村環境改善センター
多目的ホール

西條勝行
県バウンドテニス協会

⑩ダンススポーツ 毎週土曜日
15：00～17：00

中央公民館大会議室
（役場２F）

濱　清枝
徳島県ダンススポーツ連盟公認指導員

卓球を楽しもう
筋力トレーニング

月〜金13：00〜20：00
土　　13：00〜18：00

上板ふれあいクラブ
（ふれあいセンター内）

お友達や家族で卓球を楽しみませ
んか（貸ラケット有）

筋トレ
高校生以上使用可

【会費・スポーツ安全保険料】※会費とスポーツ安全保険料を支払えば，教室に参加できます。

区　分 年会費 家族２人目から 団体（10人以上） 団体（20人以上） スポーツ安全保険
大人（高校生以上） 　3,000円 2,500円 2,500円 2,000円 1,850円

高齢者（65歳以上） 　2,500円 2,000円 2,000円 1,500円 1,200円

中学生以下 　2,000円 1,500円 1,500円 1,000円 　800円

ファミリー 　8,000円 同一世帯で人数制限なし（要：保険加入）

フリーパス 20,000円 スポーツ安全保険料・すべての教室参加料込

※会費・スポーツ安全保険は令和７年３月31日まで有効
※筋トレ・卓球　使用料（会員１ヶ月500円、会員外１回町内300円、町外500円）
※上板町外の方は、年会費＋500円
※⑤、⑧、⑨の教室は維持費として（年間500円）

●入会申込書は、上板町ふれあいセンターにあります。

● お申し込み・お問い合わせ ●　上板ふれあいクラブ事務局　☎０８８−６７９−７７８８
開設時間　月〜金13：00〜20：00　土13：00〜18：00

みんな楽しく、いい汗かいて　健康な体づくりみんな楽しく、いい汗かいて　健康な体づくり

令和６年度　会員募集中！

上 板 ふ れ あ い ク ラ ブ上 板 ふ れ あ い ク ラ ブ

日曜・祝日休み
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講座名 受講日 開始時間 講 師 内容・持参する物・材料費 締め切り日

自力整体教室 毎週月曜日 午前10時00分 森口登志子 ヨガマット、タオル、飲料水 定員になり
次第締切　健幸氣功教室 毎月第１・３

火曜日 午前10時00分 里見　和代 タオル、飲料水

フ ラ ワ ー
デザイン教室

毎月第３木曜日
初回４月18日（木） 午後１時30分 近藤佐起江 季節のアレンジメント

花ばさみ、新聞紙
4月〜9月

6回で
12,000円

４月11日
（木）

寄せ植え教室 ４月24日(水） 午後１時30分 花　　　由 春のガーデニング 2,500円 ４月19日
（金）

押 し 花 教 室 毎月第１火曜日 午後１時30分 近藤佐起江 季節の花を押してみよう 額代 随時

■その他相談事業

く ら し の 保 険 相 談
５月28日（火）

奇数月
第４火曜日

午後１時30分 吉岡　運生
年金・健康保険・失業保険
労災保険・交通事故
生命保険・住宅ローン等

無料

● お申し込み・お問い合わせ ●　　上板町馬道会館　　☎０８８−６９４－４８６８
※ヨガ教室は、令和６年３月をもって閉講しました。

講　座　名 受講日 開始時間 受講料 準備物 講師名 会場
カラダ年齢若返り
体 操 教 室 毎月第３火曜日

午前10時00分
無　　料 ヨガマット

飲料水 関本　真美 文化センターカラダ年齢若返り
ヨ ガ 教 室 午前11時00分

フ ラ ダ ン ス 教 室 毎月第２・４金曜日 午後２時00分 無　　料 松本　美穂 文化センター

生 け 花 教 室
（桑原專慶流） 毎月第２・４木曜日 午後１時30分 花代

１回　800円
花器・剣山

ハサミ
筆記用具

川崎　富枝 文化センター

書 道 教 室
（小・中学生対象） 毎週火曜日 午後５時00分 無　料 書道道具 永井　厚子 第１分館

パッチワーク教室 毎月第２火曜日 午後１時30分 材料代実費 裁縫道具 眞鍋　美喜 文化センター

健 康 ヨ ガ 教 室 毎月第３木曜日 午後１時30分 無　料 飲料水
ヨガマット 勝占公美子 第１分館

日 本 舞 踊 教 室 毎週火曜日 午後１時30分 無　料 平野シマコ 文化センター
スポーツ吹矢教室 毎月第１・３水曜日 午前９時00分 無　料 吹矢道具 日野　繁子 文化センター
吊 し 飾 り 教 室 毎月第１・３水曜日 午後１時30分 材料代実費 裁縫道具 上原千代子 文化センター

古 典 講 座 毎月第２火曜日 午後１時30分 月　500円
古語辞典
ノート

筆記用具
野村千恵子 文化センター

太 極 拳 教 室 毎月第２・４水曜日 午前10時00分 月　2,500円 タオル
飲料水 盛下のぶ子 文化センター

大 正 琴 教 室 毎月第２・４水曜日 午後１時00分
午後３時30分

月� 3,850円
入会金� 1,650円
年会費� 2,750円

大正琴 金井　宏美 文化センター

いきいき百歳体操教室 毎週木曜日 午後１時30分 無　料 タオル
飲料水 理学療法士 文化センター

オ カ リ ナ 教 室 毎月第１・３金曜日 午後１時30分 無　料 オカリナ 松尾　義和 文化センター

生 活 習 慣 病 予 防
体　 操　 教　 室 毎月第１月曜日 午前10時00分 無　料

室内用運動靴
タオル・飲料水
ヨガマット

長谷部裕之 文化センター

折 り 紙 教 室 毎月第１・３水曜日 午後１時00分 無　料 折り紙 吉田　　弘 文化センター
手 作 り 教 室 毎月第４月曜日 午後１時30分 無　料 裁縫道具 大杉　早苗 文化センター

フラワーアレンジメント 毎週金曜日 午前10時30分
午後７時00分

フラワーアレンジメント� 3,500円
プリザーブドフラワー� 4,200円
お子様用� 3,400円

新聞紙
ゴミ袋
ハサミ

石部まゆみ
090-1327-8715

（直接お申し込み下さい）
文化センター

● お申し込み・お問い合わせ ●　　上板町文化センター　　☎０８８－６９４－３０２０

令和６年度　馬道会館受講生募集

令和６年度　上板町文化センター　講座受講生募集

25　●　広報かみいた　第310号



No. 講座名 定員 学習日と場所 講師名 対象

1 英会話（初心者対象） 15
毎週月曜：月４回

19：00 ～第２会議室 中学校英語指導助手
フロスト　ダニエル

成人

2 英会話（中級程度） 15
毎週月曜：月４回

20：10 ～第２会議室

3 中国語 20
毎週火曜：月４回

19：30 ～第２会議室
近　藤　珠　梨 成人

4 日本舞踊 20
第２・４水曜：月２回
19：30 ～第３会議室

西　條　澄　子 成人

5 書道 15
第１・３水曜：月２回
19：30 ～第１会議室

永　井　厚　子 高校生以上

6 詩吟 15
第２・４金曜：月２回
19：30 ～第１会議室

原　田　重　利 成人

7 詩吟 15
第１・３木曜：月２回
19：30 ～第１会議室

西　條　陽　一 成人

8 三味線 15
第１・３木曜：月２回

10：00 ～試食室
杵　家　弥津穂 成人

9 日本舞踊・阿波踊り 20
第１・３土曜：月２回
13：30 ～第３会議室

平　野　シマコ ３歳～成人

● お問い合わせ ●　　上板町教育委員会　　☎０８８−６９４－６８１４

上板町中央公民館では、次の講座を開講します。
豊かで生きがいのある人生を送るため、あなたも受講してみませんか？

令和６年度　中央公民館各種講座案内

〇初回開講日の日程は申込者に個別文書にてお伝えいたします。

上板町中央公民館事務局(教育委員会内)に備え付けの申込書に必要事項を記入の上、ご提出くだ
さい（郵送可）。
申込書は、上板町ホームページからもダウンロードすることができます。
電話や指定申込書以外の受付は行っていません。

申 込 方 法

窓口受付時間 平日の午前８時30分～午後５時

受 講 料 無料です。ただし、実習材料費等は個人負担(実費)でお願いします。

受 講 資 格 上板町内在住･在勤、積極的な学習意欲のある人で、各講座の対象となる人。

注 意 事 項 前年度受講者も申し込みできますが、初心者の方を優先いたします。定員に達し次第受付を終
了します。また、申込人数が５名以下の場合、開講できないことがございます。予めご了承願
います。
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● お問い合わせ ●　　上板町役場　環境保全課　　☎︎０８８−６９４−６８１３

令和６年度　狂犬病予防注射日程表　　
　飼い犬は法律により、生涯に１回の登録と毎年１回の狂犬
病予防注射を受けることが義務づけられています。本年度も
次の日程のとおり実施しますので、都合のいい場所で受けて
ください。
　当日は、混み合う事が予想されますので、新しく飼い始め
た方は、前もって登録していただき、円滑に注射ができます
ようご協力ください。この日程で都合の悪い方は、動物病院
で受けてください。
※令和２年度より注射料金が3,300円に変更となって

おります。
※登録は、（公社）徳島県獣医師会に加入の動物病院でもで

きます。
※狂犬病予防注射を、（公社）徳島県獣医師会に加入してい

ない動物病院等で受けた場合は、役場窓口で注射済票の交
付手続き（550円）が、別途必要となりますのでご注意く
ださい。

●登録犬が死亡したときは、必ず役場環境保全課まで死亡届
を提出してください。

●町内での住所・飼い主の変更又は町外からの転入のあった場合は役場環境保全課まで、
他市町村へ転出された場合には、新たな所在地の役場等へ変更届を出してください。

登録済犬
　狂犬病予防注射 3,300円� 計 3,300円

新規登録
　登録 3,000円
　狂犬病予防注射 3,300円� 計 6,300円

※お釣りが出ないように狂犬病予防注射費用を
　ご用意ください。

○当日は、担当獣医師の指示に
　従い、注射を受けてください。
○時間・場所を確認の上、犬をお連れください。
○トラブルの原因になりますので、
　首輪が抜けないようにしっかりと
　しめてください。

※ 野犬・放し飼い等の苦情のお問い合わせ
　 神山町阿野字長谷333　徳島県動物愛護管理センター　☎０８８−６３６−６１２２

月日 時　　間 場　　所 月日 時　　間 場　　所

５
月
13
日　
月
曜
日

9：30〜　9：50 古 町 水 土 里 ゾ ー ン 前

５
月
14
日　
火
曜
日

9：30〜　9：50 十 二 神 社 前

10：00〜10：30 鳥 羽 神 社 10：00〜10：20 佐 藤 塚 集 会 所 前

10：40〜11：00 高志地区消防コミュニティーセンター 10：30〜11：00 旧ＪＡ高志支所東部集荷場

11：10〜11：40 天 目 一 神 社 前 11：10〜11：40 椎 本 多 目 的 集 会 所

13：15〜13：35 乳 保 神 社 13：15〜13：40 西 分 老 人 集 会 所

13：45〜14：05 鳥 屋 会 堂 13：50〜14：10 高 磯 集 会 所

14：15〜14：45 瀬 部 元 原 公 会 堂 14：20〜14：45 大 聖 寺 前

14：55〜15：25 役 場 駐 車 場 14：55〜15：20 小 路 ご み ス テ ー シ ョ ン 前

５
月
15
日　
水
曜
日

 9：30〜　9：55 旧 Ｊ Ａ 大 山 支 所 農 業 倉 庫

５
月
16
日　
木
曜
日

9：30〜　9：55 泉 谷 高 速 高 架 下

10：05〜10：30 馬 道 会 館 10：05〜10：30 泉 谷 多 目 的 集 会 所

10：40〜11：05 文 化 セ ン タ ー 10：40〜11：05 天 神 前 公 会 堂

11：15〜11：40 原 東 多 目 的 集 会 所 11：15〜11：40 熊 ノ 庄 集 会 所

13：15〜13：35 大 山 町 集 会 所 13：15〜13：35 門 田 集 会 所

13：45〜14：05 大 己 貴 神 社 前 13：45〜14：10 西 老 人 集 会 所

14：15〜14：40 殿 宮 神 社 前 14：20〜14：45 松 島 神 社 前

14：50〜15：20 小 柿 ご み ス テ ー シ ョ ン 前 14：55〜15：25 役 場 駐 車 場
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保健師からのお知らせです
INFORMATION 徳島県後期高齢者医療制度　保険料のお知らせ

　保険料を算出するための保険料率は２年ごとに見直すこととなっており、この度、令和６年度および令和７年度の保険
料率が下記のとおり決定しました。
　また、制度の見直しや政令・条例改正により、保険料の上限額等についても見直しが行われています。
　なお、所得の低い方および被用者保険（国保・国保組合以外の健康保険）の被扶養者であった方については、保険料の
軽減制度があります。
　被保険者の皆様に納めていただく保険料は、公費や現役世代の支援金とともに大切な財源となり、後期高齢者医療に要
する費用に充てることとなっています。
　被保険者の皆様には、ご負担をおかけしますが、何とぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。

＋

保険料の軽減（令和６年度）
均等割額の軽減 世帯主と世帯の被保険者全員の総所得金額等を合計した額が、次に示す軽減判定基準以下の

場合は、均等割が軽減されます。
軽減判定基準 軽減割合

４３万円＋「１０万円×（年金・給与所得者の数－１）」以下 ７割
４３万円 ＋「２９万５,０００円×世帯の被保険者数」＋「１０万円×（年金・給与所得者の数－１）」以下 ５割
４３万円 ＋「５４万５,０００円×世帯の被保険者数」＋「１０万円×（年金・給与所得者の数－１）」以下 ２割

・軽減判定は、当該年度の４月１日（年度途中に徳島県で被保険者の資格取得した方は資格取得日）時点の世帯状況により行います。
・軽減判定において世帯の総所得金額等の合計額を計算する際、昭和34年１月１日以前に生まれた方については、年金所得から15

万円を控除します。
・表中の　　　　部分は、年金・給与所得者の数が２人以上の場合に計算します。
・「年金・給与所得者」とは、世帯主および世帯の被保険者のうち、次のいずれかに該当する方のことです。
　　①給与収入額（専従者給与を含まず）が５５万円を超える方
　　②昭和34年１月２日以後に生まれた方で、公的年金収入額が60万円を超える方
　　③昭和34年１月１日以前に生まれた方で、公的年金収入額が125万円を超える方

被保険者の被扶養者
であった場合の軽減

後期高齢者医療制度加入の前日まで被用者保険（国保・国保組合以外の健康保険）の被扶養
者であった方は、所得割額の負担がなく、後期高齢者医療制度の被保険者になってから２年
の間、均等割額が５割軽減されます。
ただし、上記の７割軽減に該当する場合は、７割軽減が適用されます。

被用者保険の被扶養者であった被保険者に対する被保険者均等割軽減
(後期高齢者医療制度の被保険者になってから２年の間)

軽減割合
５割

● お問い合わせ ●　徳島県後期高齢者医療広域連合事務局事業課　☎０８８−６７７−３６６６
　　　　　　　　　〒771－0135　徳島市川内町平石若松78番地１
　　　　　　　　　または上板町役場　健康推進課　☎０８８−６９４−６８１０

保険料の納め方 年間保険料額は毎年８月に決定し、お知らせします。
納付方法は、「特別徴収」と「普通徴収」の２通りで、納付先はお住まいの市町村です。

●特別徴収（年金からの天引き）
公的年金の受給額が年額18万円以上で、介護保険料と後期高齢者医療保険
料の合計額が、１回当たりに受け取る年金額の２分の１以下の方が対象です。
なお、４月から８月分については、年間保険料額決定前のため、仮の保険料
額で特別徴収を行います。

●普通徴収（納付書または口座振替による納付）
特別徴収の対象とならない方については、納付書または口座振替による納付
となります。

【特別徴収】の徴収例
仮徴収 本徴収

４月 ６月 ８月 10月 12月 ２月
前年の所得が確定す
るまでの間、前年度
の保険料額を基に仮
算定された保険料額
を徴収します。

前年の所得確定後の８
月に年間保険料額を決
定し、その年間保険料
額から仮徴収額を差し
引いた額を３期に分け
て徴収します。

※新たに被保険者となった方や、市町村をまたいで転出・転入した方については、一定期間普通徴収となります。

５６,３１１円

１００円未満切り捨て
上限額８０万円※

※経過措置として、以下の方については、令
　和６年度の上限額は73万円となります。
　・昭和24年３月31日以前に生まれた方
　・令和７年３月31日以前に障害認定によ

り被保険者となった方

基礎控除（43万円）後の
総所得金額等（①）

×
所得割率（10.55％）※

※①が58万円以下の方については、令和６
年度の所得割率は9.85％となります。

＝

徳島県後期高齢者医療広域連合

保 険 料均等割額
被保険者が等しく負担

所得割額
被保険者の所得に応じて負担
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保健師からのお知らせです
INFORMATION

● お問い合わせ ●　　上板町保健相談センター　　☎０８８−６９４−３３４４

1 高齢者の肺炎球菌予防接種の費用助成
従来より変更があり、65歳になる方のみ対象となります

　（1）定期接種対象者
　　　上板町に住民票があり接種を希望される方で、下記①または②に該当する方のうち、今までに肺炎球菌ワクチ

ン接種を受けたことのない方。

　　①　65歳の者
　　　●予診票は、65歳の誕生月の翌月に個別通知を送付いたします。

●費用助成の対象となるのは、65歳にある間に1人1回のみです。
　この期間に接種できなかった場合、その後の接種は任意接種（全額自己負担）となりますので、ご注

意ください。

2 麻しん風しん混合（麻しん・風しん単独も可）予防接種

　麻しんは麻しんウイルスの空気感染、飛沫感染、接触感染によって起こります。
感染力が強く、高熱、せき、鼻汁、眼球結膜の充血、めやに、発疹を主症状とし
ます。主な合併症としては、気管支炎、肺炎、中耳炎、脳炎があります。
　風しんは風しんウイルスの飛沫感染によって起こります。軽い風邪症状で始ま
り、発疹、発熱、後頸部リンパ節腫脹などが主症状です。合併症として、血小板
減少性紫斑病や脳炎などがあります。
　定期接種の該当者は以下の通りです。確実に予防するために2回の予防接種が
必要ですので、通知を受け取ったら早い時期に受けてください。
　　第１期：１歳児
　　第２期：小学校入学前１年間の幼児

春先から初夏にかけて風しんが流行しやすい時期です。
予防接種により風しんを予防しましょう！

　　②　60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機
能に障害を有する方

　（2）接種可能期間　65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日まで

　（3）自己負担額　４，０００円（接種費用から公費負担を除いた金額）
　　　※ただし、生活保護世帯の方は町が発行する「高齢者の肺炎球菌予防接種費用免除券」を発行しますので、下

記お問い合わせ先までお申し出ください。

　（4）その他
　　　肺炎球菌予防接種は、肺炎球菌に起因する肺炎の発症及び重症化を予防するためのものです。
　　　接種を希望される方はかかりつけ医療機関へ申し込んでください。（※要予約）

29　●　広報かみいた　第310号

保
健
師
か
ら
の
お
知
ら
せ

　



3 風しんの追加的対策 (風しん抗体検査・風しん第５期定期予防接種)
　厚生労働省は、平成30年の風しんの流行を受け、同年１２月に、風しんに係る公的接種を受ける機会がなかった
昭和37年４月２日から昭和54年４月１日までの間に生まれた男性に対し、風しん抗体検査及び予防接種（風しん第
５期定期予防接種）を行うこととしました。この対策の実施期間は平成31年４月１日から令和４年３月31日までの
３年間を予定しておりましたが、更に３年間延長され、令和７年３月31日まで実施いたします。
　実施にあたっては、まず、風しん抗体検査を行い、検査結果が一定の基準を満たさない方が、風しん第５期定期予
防接種の対象者となります。
１．対 象 者　　昭和37年４月２日から昭和54年４月１日の間に生まれた男性
２．実施回数　　風しん抗体検査・風しん第５期定期予防接種それぞれ１回
３．実施期間　　令和７年３月31日まで
４．実施機関　　契約医療機関
５．費　　用　　風しん抗体検査・風しん第５期定期予防接種それぞれ原則無料
６．実施方法

4 上板町風しん予防接種費助成
　妊婦さんへの風しんの感染を防ぐことで、生まれてくる赤ちゃんの「先天性風しん症候群」を予防するための対策
として、風しん予防接種費用の一部を助成します。

１．対 象 者

　（1）予防接種を受けた日に上板町に住所を有する方で、風しんの抗体検査において陰性と診断され、かつ、次の
いずれかに該当するものであること。

　　　ア　妊娠を希望する、又は妊娠する可能性の高い女性
　　　イ　昭和37年４月２日から平成２年４月１日までの間に生まれた男性
　　　　　（風しん第５期の対象者を除く）
　（2）予防接種を受けた日が、平成25年10月22日以降であること。

２．助成回数　　１回

３．助成金額
　　ア　風しん単抗原ワクチン　　　３，５００円
　　イ　麻しん風しん混合ワクチン　５，０００円
　　ただし、接種費用がこの金額に満たない場合は実際の接種費用を助成する。

４．申請時に必要な物
　　次に掲げる書類の原本もしくはコピーを持参してください。
　①　風しんの抗体検査において陰性と判断された者であることを証明することができる資料
　②　当該予防接種に要した費用に係る領収書
　③　予防接種を受けたことがわかる書類（接種済証等）
　④　費用を振り込む通帳（本人名義のものに限る）
　⑤　印鑑
　⑥　本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証など）

①　上記の対象者へ風しん抗体検査・風しん第５期定期予防接種のクーポン券を送付する。
②　クーポン券を持参し、契約医療機関や健診機関で風しん抗体検査を受ける。
③　医療機関又は健診機関から風しん抗体検査結果を受け取る。
④　抗体価がHI法にて　「８倍未満・８倍」　の場合、クーポン券を持参し契約医療機関にて風しん第５期定期

予防接種を受ける。
　※抗体価がHI法にて　「16倍」　の場合は「上板町風しん予防接種費助成」の対象になります。

● お問い合わせ ●　　上板町保健相談センター　　☎０８８−６９４−３３４４
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Ⅰ　健康相談・健康教育
月日 時　間 場　所 内　容 担　当
4/2 13：30～15：00 保健相談センター 個別健康相談・健康教育 保健師・管理栄養士・理学療法士
5/7 13：30～15：00 保健相談センター 個別健康相談 保健師・管理栄養士

Ⅱ　乳幼児健康診査

月日 受付時間 場　所 内　容 該当者

4/3 ※個別通知にて
　案内します。 保健相談センター 問診、身体測定、診察、育児相談、

栄養相談 令和5年5月・6月・11月・12月生

１．乳児健康診査

４月　保健行事予定表

● お問い合わせ ●　　上板町保健相談センター　　☎０８８−６９４−３３４４

月日 受付時間 場　所 内　容 該当者

4/24 ※個別通知にて
　案内します。 保健相談センター 股関節脱臼検診・ブックスタート 令和5年12月22日～

令和6年2月24日生

２．股関節脱臼検診・ブックスタート

担当時間以外
の深夜の救急

きたじま田岡病院　698−1234　全日対応ですが、要確認
稲 　 次 　 病 　 院　692−5757　水曜日、土曜日は受診前に要確認
東徳島医療センター　672−1171　対応日は確認してください

※休日・夜間緊急病院は、変更している場合がありますので、必ず電話してから受診してください。

令和６年 ４・５月分
〈4/1～5/10 まで〉

市外局番は
（０８８）です。在 宅 当 番 医在 宅 当 番 医 ■ 担当時間 ■

平日18：00～22：00
休日　9：00～22：00

こども
用

とくしまの小児救急医療体制 各医療機関
所在地

※受診される場合は、事前に確認し健康保険証・医療費助成の
受給者証をお持ちのうえご利用ください。

本ページの医療体制は変更されることがあります。
最新の情報は左記ＱＲコードからご確認ください。
https://anshin.pref.tokushima.jp/med/docs/
2012081600367/

４
月

1 ㈪ 稲 次 病 院 692−5757
2 ㈫ 浜 病 院 692−2317
3 ㈬ 清 水 内 科 692−8900
4 ㈭ あ い ず み 皮 ふ 科 692−9211
5 ㈮ 奥 村 医 院 692−2403
6 ㈯ み や ざ き 内 科 診 療 所 672−6618
7 ㈰ たかた整形外科・せぼねクリニック 698−8689
8 ㈪ 山 田 眼 科 藍 住 692−8118
9 ㈫ 矢 野 医 院 692−4411

10 ㈬ 西 條 内 科 耳 鼻 科 692−8711
11 ㈭ 富 本 小 児 科 内 科 692−7228
12 ㈮ 中 山 産 婦 人 科 ・ 小 児 科 692−0333
13 ㈯ 野　 田　（ 泰 ）　 医　 院 694−2009
14 ㈰ 上板整形外科クリニック 637−6600
15 ㈪ 内科クリニック・オクムラ 692−4771
16 ㈫ き は ら 耳 鼻 咽 喉 科 医 院 693−0087
17 ㈬ こやま小児科内科クリニック 637−3211
18 ㈭ 大 久 保 内 科 692−1220
19 ㈮ 杉 み ね 整 形 ク リ ニ ッ ク 693−1021
20 ㈯ 友 成 医 院 694−5515

４
月

21 ㈰ 藤 本 ク リ ニ ッ ク 698−0303
22 ㈪ 増 田 ク リ ニ ッ ク 693−3020
23 ㈫ 小 松 泌 尿 器 科 692−1277
24 ㈬ 藍 住 川 島 ク リ ニ ッ ク 692−0110
25 ㈭ こ う の INR ク リ ニ ッ ク 693−1103
26 ㈮ 藍住たまき青空クリニック 678−7727
27 ㈯ 井 関 ク リ ニ ッ ク 637−6066
28 ㈰ 川 原 眼 科 694−8388
29 ㈪ 吉 野 川 病 院 698−6111
30 ㈫ 安 芸 内 科 692−6111

５
月

1 ㈬ あ い ず み 松 本 眼 科 677−5568
2 ㈭ 上板整形外科クリニック 637−6600
3 ㈮ き た じ ま 田 岡 病 院 698−1234
4 ㈯ き た じ ま 田 岡 病 院 698−1234
5 ㈰ き た じ ま 田 岡 病 院 698−1234
6 ㈪ 田 根 内 科 698−0123
7 ㈫ 井 上 病 院 672−1185
8 ㈬ 三 愛 内 科 672−0176
9 ㈭ 福 島 内 科 672−4970

10 ㈮ 新 野 医 院 672−0571
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● お問い合わせ ●　　上板町学校給食センター　　☎０８８－６９４－２２７９

学校給食センター 新しい献立が仲間入り新しい献立が仲間入り
　昨年度、新しく仲間入りした献立を紹介します。夏休みの献立コンテストの入賞献立から、学校
給食にも活用できそうな献立を３品、３学期に実施しました。おいしそうな献立がたくさんありまし
たが、大量調理でもできそうで、それぞれのテーマに合わせて工夫されている献立を選びました。
ご家庭でも試してもらえるとうれしいです。材料は学校給食の４人分を目安にしています。

・スパゲティ ………… 120g
・ベーコン …………… 40g
　　酒 ………………… 小さじ１
　　にんにく ………… 適量
　　塩・こしょう …… 適量
・厚揚げ ……………… 80g
・玉ねぎ ……………… 160g
・チンゲンサイ ……… 80g
・えのきたけ ………… 30g

・しいたけ ………… 30g
・白ワイン ………… 小さじ 1/2
・みりん …………… 小さじ 1/2
・淡口しょうゆ …… 大さじ１
・和風出しの素 …… 適量
・ごま油 …………… 小さじ１弱

・米 …………………… 240g
・豚ひき肉 …………… 40g
　　酒 ………………… 小さじ１
　　にんにく ………… 適量
　　しょうが ………… 適量
　　塩・こしょう …… 適量
・しいたけ …………… 30g
・チンゲンサイ ……… 80g
・みりん ……………… 小さじ 1/2
・上白糖 ……………… 小さじ２

・中華スープの素（粉） … 少々
・濃口しょうゆ ………… 大さじ１
・いりごま ……………… 小さじ２
・ごま油 ………………… 小さじ 1/2

令和５年度令和５年度

豚そぼろごはん

厚揚げの和風スパゲティ

・小松菜 ……………… 120g
・もやし ……………… 60g
・ちくわ ……………… 40ｇ
・塩昆布 ……………… 3ｇ
・いりごま …………… 3ｇ
・ごま油 ……………… 小さじ１強

★小松菜は食べやすい長さに切る。
　ちくわは５㎜程度の厚さに切る。
　ゆでた小松菜ともやしを他の具
　材と混ぜ合わせる。
★もとのレシピにはちりめんも入っていま
した。カルシウムがたっぷり摂れる献立
です。

Ｃａ５サラダ

★チンゲンサイは１㎝程度の幅に切る。しいたけは粗めのみじん切りにする。豚ひき
肉を下地の調味料で炒め、しいたけを加えてさらに炒め味をつけ、チンゲンサイを
加えてサッと一煮立ちさせたら具材の出来上がり。炊きたてのご飯と混ぜる。

★ベーコンを下味の調味料で炒め他の具材を加えてさらに炒め、
味付けをしたところにゆでたスパゲティを加えからめる

お誕生おめでとう
（令和６年２月）

●お問い合わせ●　上板町役場　住民人権課　☎088－694－6809

沢　田　泰　輔 美　帆 莉萌
りほ

女の子（西分）　

山　口　佳　秀 由　佳 翔大
ひろと

男の子（佐藤塚）　

富　川　一　哉 愛　菜 　凛
りん

女の子（西分）　

岩　野　友　樹 真　子 晄大
こうた

男の子（七條）　

久　野　一　平 多　恵 杏珠
あんじゅ

女の子（椎本）　
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